
COCOLOプランの進捗状況
（令和７年11月）
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1



01 学びの多様化学校（不登校特例校）の設置促進

 設置学校数 R７:59校
→R9:全都道府県・政令指定都市に1校以上 →将来的に全国で300校

 R8概算要求において、引き続き、設置前の準備支援及び設置後の体制整備に係る経費を要求
するとともに、学びの多様化学校として小中学校等を設置する自治体に対する公立学校施設整
備費について要求。

02 校内教育支援センターの設置促進

 設置している学校数  R７:小学校8,841校、中学校7,033校
 R８概算要求において、校内教育支援センターを拠点として、不登校から学校復帰する段階にあ

る児童生徒や不登校の兆候がみられる児童生徒の学習・相談支援に当たる「校内教育支援セン
ター支援員」の配置に係る経費を拡充して要求。

03 教育支援センターの機能強化

 設置数 R6：1,873箇所
 R８概算要求において、引き続き、アウトリーチ支援体制の強化等に係る経費を要求するとともに、

不登校児童生徒の保護者等への相談支援体制の強化に必要な経費を要求。
 R8概算要求において、引き続き、メタバースを活用した不登校支援に関する実証研究に係る経

費を要求。
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04 高等学校等における学びの保障
（高等学校）
 全日制・定時制課程において、自宅等での同時双方向遠隔授業の受講も可能とする制度改正や、

オンデマンド型の学習を可能とする通信教育を活用可能とするための法令改正を実施。（R５.１２）

 R8概算要求において、全日制・定時制課程におけるオンライン等も活用した柔軟で質の高い学
びを提供する事例の創出に係る経費及び定時制・通信制課程における主体的・対話的で深い学
びの実現に向けた研究等に係る経費を要求。また、生徒の多様な学習ニーズに応えるため、遠
隔授業や通信教育を活用した域内の学校間の連携・併修ネットワークの構築に係る経費を要求。

（専修学校）
 高等専修学校の学びのセーフティネット機能強化に向けた地域・外部機関とのネットワーク化を推進・高度化。
 R８概算要求において、高等専修学校に求められる職業教育機能を強化しつつ、「学びのセーフ

ティネット」としての役割も踏まえた社会的・職業的自立が実現できるモデルカリキュラム等の
開発とその普及啓発を行うための経費を要求。

05 多様な学びの場、居場所を確保
 「こどもの居場所づくりに関する指針」を閣議決定。（R5.12）（こども家庭庁）

 こどもの居場所づくり支援体制強化事業及びこどもの居場所づくりコーディネーター配置等支
援事業を実施。（こども家庭庁）

 家庭や学校に居場所がない児童等を対象とした児童育成支援拠点事業を実施。（こども家庭庁）

 地域における不登校のこどもへの切れ目ない支援事業を実施。（こども家庭庁）

 R８概算要求において、児童育成支援拠点事業及び地域における不登校のこどもへの切れ目な
い支援事業等を継続して実施するための経費を要求。（こども家庭庁）

 学びの多様化学校や夜間中学として小中学校等を設置する自治体に対する公立学校施設整備
費について要求。

 経済的に困窮した家庭の不登校児童生徒に対する経済的支援の在り方に係る調査研究事業を
引き続き実施。 3



01 端末を用いた心の健康観察の推進

 児童生徒の心身の状況の把握に１人１台端末等を活用している学校
R７  小学校：54.9％ 中学校：57.5％

 １人１台端末を活用して健康観察・教育相談を行うツールを整理して周知。（R7.6）

 学校のICT環境整備３か年計画（2025年～２０27年度）における、1人1台端末を活用した児
童生徒の学校生活を支援するツールの整備に必要な経費を踏まえて、地方財政措置。

02 チーム学校による早期支援

 スクールカウンセラーの相談対応件数・スクールソーシャルワーカーの継続支援対象児童生徒へ
の対応件数
R6 SC:4,173,783件 SSW:312,145件

 不登校児童生徒への支援と教育相談に関する研修動画を公表。（R６.２など）

 こどもデータ連携を推進するための実証事業を実施し、ガイドライン等を公開。（こども家庭庁）

 R８概算要求において、引き続き、SC・SSWの重点配置校等を拡充要求。 
 R8概算要求において、新たに、こどもの成長を見守るためのデータ連携基盤構築に向けた調査

を実施する経費を要求。 （こども家庭庁）
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03 保護者への支援

 各教育委員会における不登校児童生徒の支援に関する地域の相談支援機関等の情報を文部科
学省HPで公開（R6.9）

 R８概算要求において、教育支援センターにおける保護者支援などの機能強化に係る経費を要
求。

 R8概算要求において、引き続き、地域学校協働活動推進員の配置促進や、家庭教育支援チーム
の設置等地域の実情に応じた家庭教育支援の促進に係る経費等を要求。
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01 学校風土の見える化

 学校の風土等を把握するための実践事例等を整理した学校風土の把握ツールを周知。（R5.7）

 学校の風土の「見える化」に関する取組について調査を実施。（R7年度）

02 授業を改善

 個別最適な学びと協働的な学び（１人１台端末の活用を含む）の一体的な充実に資する好事例を
収集・分析し、事例集としてオンラインマガジンを作成し公表。（R7.4）

03 いじめへの対応

 文部科学省主催会議において、重大ないじめ事案等はただちに警察に相談・通報を行う他、学校と警察
が日常的に情報共有や相談を行える体制の構築を求めたR5.2通知について周知。（R7.6など）

 令和5年度問題行動等調査より、学校と警察の連絡体制状況について把握。
 R8概算要求において、個別事案への対応や、加害児童生徒への指導・支援等のため、警察OB・

OG等を含めた多職種の専門家による支援チームを教育委員会に設置し、学校におけるいじめ
対応に伴走できる体制の構築するモデル事業などに必要な経費を要求。

 R８概算要求において、いじめなど学校関係の多様な悩みやその背景にある課題の解消に向け
て、新たに地域全体で取り組むこどもの悩み相談モデル事業等の経費を要求。（こども家庭庁）

04 校則等の見直し

 文部科学省主催会議において、学校や地域の状況、社会の変化を踏まえた不断の見直しが必要とし、
HP への公表や見直しの手続きを示すことが重要とした生徒指導提要（令和４年１２月改訂）について周知するとと
もに、令和7年に校則の見直しの状況等について調査を実施。（令和元年度以後、調査対象の公立中高の
約９割が、校則等の制定又は変更を実施） 6



05 学校の環境整備

 新たな時代の学びを実現する学校施設のアイディアとその実現プロセスについて事例を収集・
紹介した「ウェルビーイング向上のための学校施設づくりのアイディア集」を令和６年９月に公表。

 R8概算要求において、学びの多様化学校や夜間中学として小中学校等を設置する自治体に対
する公立学校施設整備費について要求。

06 学校を共生社会を学ぶ場に

 令和６年度より、「インクルーシブな学校運営モデル事業」を実施しており、令和７年度は新規３
団体を含む計１３団体を採択。

 児童生徒の実態を適切に把握し、必要な支援を組織的に行うための校内体制の充実や、児童生
徒が慣れた環境で安心して通級による指導を受けられるように自校通級や巡回指導の促進等

     について、各種説明会で教育委員会等に周知。
 「帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業」により自治体の共生社会における共に

学び成長する授業等の在り方に関する調査研究を支援し、各自治体の取組をＨＰに掲載し周知。
 R8概算要求において、「インクルーシブな学校運営モデル事業」について、モデル構築のための

経費及びそのモデルの成果普及に係る経費を引き続き要求。
 「帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業」を拡充して要求。
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01 不登校児童生徒の実態把握

 令和５年度に、不登校の要因分析に関する調査研究を実施し、不登校のきっかけ・要因や専門機
関等で相談・指導等を受けていない児童生徒について分析。その結果を踏まえて、問題行動等
調査における不登校の要因に係る調査内容を改訂。

 令和７年に、今後の不登校児童生徒への支援策の参考とするため、18歳から59歳までの不登
校経験者等を対象とする調査研究を実施。

02 効果的な支援方法の確立

 令和５年度補正予算において１人１台端末を活用して不登校等の早期対応を行うための調査研
究を実施。

03 学校における働き方改革の推進

 令和７年６月に公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を
改正する法律が成立し、教育委員会が定める計画に基づき、働き方改革を進める仕組みを構築。
また、当該計画に盛り込むべき目標や取組内容等について、大臣指針において具体化。

 R８概算要求において、中学校の35人学級の整備や小学校４年生への教科担任制の拡大、小学
校・中学校への生徒指導担当教師の配置充実や学びの多様化学校の体制整備等のための教職
員定数の改善に必要な経費を要求するとともに、教員業務支援員をはじめとする支援スタッフ
の配置等に必要な経費を拡充して要求。

04 誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策推進本部の設置

 これまで4回開催（第１回：R5.4、第２回：R5.8、第３回：R5.10、第4回:R6.８）。 8
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